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令和 4 年度 6 月神戸市補正予算案について 

先月お知らせしました「こうべハーベスト」、「市

内産堆肥」、「燃油高騰対策」の神戸市補正予算案

について、6 月議会において議決されました。 

 支援内容については、神戸市ホームページで 

お知らせを予定しております。 

農地や農業施設が被災しましたら、早めにご

連絡をお願いします。 

 

夏から秋にかけての季節は台風や局地的な大雨な

ど、天災による被害が危惧されます。被害の規模に

よっては、災害復旧事業に国からの補助が受けられ

る場合があります。 

今後、農地や農業用施設が被災されましたら、７

日以内に下記までご連絡ください。 

・農業用施設（農道、ため池、水路など）の被害 

・農地（田、畑など）の被害 

【お問い合わせ先】 

JA 神戸北資産管理センター  

FAX: 583-4309 TEL: 583-4310 

水稲共済掛金の納入期限について 

 

 令和 4 年産の水稲共済の掛金を納付書で支払う

加入者については 7 月 29 日（金）が納入期限とな

っています。 

 納入期限を過ぎて、掛金を支払われた場合は水稲

共済に加入できないことになりますので、納入期限

内の納入をお願いします。 

【お問い合わせ先】 

北農業振興センター   TEL：078-982-2811 

NOSAI ひょうご神戸事務所 TEL：078-220-0044 

サツマイモ基腐病にご注意ください！ 

 

令和４年４月に県北部のサツマイモ育苗施設で茎

葉部の生育不良などが認められ、全国で発生してい

る、サツマイモ基腐病であることが県内で初めて確

認されました。このことから６月 23 日に兵庫県病

害虫防除所長名で病害虫発生予察特殊報が発出され

ました。 

基腐病とは 

・病原菌  糸状菌（カビの一種） 

・寄生植物 主にサツマイモ（ヒルガオ科のみ） 

・症状   地際の茎が黒変し、茎葉は黄色や紫色

に変色して、次第にしおれる。 

 

 

 

 

 

 

  

まん延防止に向けて重要な３つの対策 

① 持ち込まない 

種芋は未発生圃場から採取する。 

種芋や苗は消毒済みのものを購入する。 

② 増やさない  

発生が認められた圃場ではサツマイモの連作を避ける。  

③ 残さない 

圃場の残さは肥料袋に入れて圃場外に持ち出し、焼却

または石灰窒素を入れて分解を促進する。 

疑わしい株を見つけたら、兵庫県病害虫防除所

（0790-47-1222）または神戸農業改良普及センタ

ー（078-965-2102）にご連絡ください。 

 

大沢町で観光とうもろこし狩り開園 

6 月２５日（土）、大沢農園でとうもろこし狩り

が開園しました。 

今年も甘く美味しいとうもろこしが育ってい

ます。とうもろこし狩りは、８月上旬ごろまで楽

しめます。詳細は下記ホームページをごらんくだ

さい。 

 

【お問い合わせ先】 

神戸市観光園芸協会 

http://www.kobe-kanko-engei.jp/ 

http://www.kobe-kanko-engei.jp/

